
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議 
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和
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年
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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
教
育
職
員
の
時
間
外
在
校
等
時
間
を
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
一
箇
月
当
た
り
平
均
三
十
時
間
程
度
に
縮
減
す
る
と
い
う
本

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
裁
量
に
も
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
実
現

に
向
け
た
工
程
表
の
策
定
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
当
該
目
標
は
、
一
箇
月
当
た
り
三
十
時
間
程
度
ま
で
は
時
間
外
在
校
等
時

間
を
認
め
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
そ
の
一
層
の
縮
減
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
学
校
、
教
育
委
員
会
、
保
護
者
、

地
域
等
に
対
し
て
周
知
す
る
こ
と
。 

 

二
、
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
本
改
正
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る

教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
を
調
査
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
教
育
職
員
に
対
し
て
行
わ
れ
た
勤
務
実
態
調
査
に
も
留

意
し
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
お
け
る
教
育
職
員
の

健
康
及
び
福
祉
の
確
保
と
い
う
理
念
と
教
育
職
員
の
勤
務
の
状
況
と
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。 

 

三
、
教
育
委
員
会
は
、
時
間
外
在
校
等
時
間
が
上
限
時
間
を
超
え
る
学
校
に
対
し
て
、
当
該
学
校
の
業
務
や
環
境
整
備
等
の
状

況
を
十
分
に
検
証
し
、
在
校
等
時
間
の
長
時
間
化
を
防
ぐ
た
め
の
取
組
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 



 

四
、
時
間
外
在
校
等
時
間
を
形
式
的
に
上
限
の
範
囲
内
と
す
る
た
め
に
、
休
憩
時
間
、
並
び
に
週
休
日
・
休
日
を
含
め
て
、
実

際
の
時
間
外
在
校
等
時
間
よ
り
短
い
時
間
を
記
録
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
校
長
等
が
虚
偽
の

時
間
外
在
校
等
時
間
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
信
用
失
墜
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
等
の
対
象
と
な
り
得
る

こ
と
に
つ
い
て
も
周
知
す
る
こ
と
。 

 

五
、
時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
時
間
を
遵
守
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
、
自
宅
等
へ
の
持
ち
帰
り
業
務
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
来
、
業
務
の
持
ち
帰
り
は
行
わ
な
い
こ
と

が
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
持
ち
帰
り
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
場
合
に
は
、
校
長
及
び
教
育
委
員
会
は
、
そ
の
状
況

を
適
切
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
国
は
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、
持
ち
帰
り
を
行
わ
ず
に
済
む
よ
う
、
人
員
の
配
置
拡
充
、

業
務
の
削
減
等
の
必
要
な
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

六
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
目
的
は
、
子
供
一
人
一
人
の
特
性
や
関
心
に
応
じ
た
学
び
の
実
現
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の

た
め
、
教
育
課
程
の
編
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
専
門
的
な
議
論
を
深
め
る
と
と
も
に
、
教
職
員
定
数
の
改
善
な
ど
の
教
育
条

件
の
整
備
も
一
体
と
し
て
同
時
に
進
め
る
こ
と
。 

 

七
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
で
あ
り
、
教
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
が
、
学

校
徴
収
金
の
公
会
計
化
を
は
じ
め
と
し
た
業
務
の
見
直
し
や
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
予
算
化
な
ど
学
校
を
支
援
す
る
取
組
に
つ
い

て
主
体
性
を
持
っ
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
単
に
教
育
委
員
会
や
学
校
の
み
の
責

務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
関
係
部
署
が
一
体
と
な
っ
て
、
強
力
に
推
進

す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
は
、
常
勤
職
員
と
同
等
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
臨
時
的
任
用
教
員
の
給
与
決
定
に
つ
い
て
、
総
務

省
通
知
か
ら
二
級
発
令
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
任
命
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
併
せ



て
、
二
級
発
令
と
し
た
場
合
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
に
お
い
て
財
政
措
置
が
さ
れ
る
こ
と
も
周
知
す
る
こ
と
。 

 
八
、
労
働
基
準
監
督
機
関
の
権
限
を
行
使
す
る
人
事
委
員
会
及
び
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
場
合
の
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

教
育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
業
務
量
を
適
切
に
管
理
し
、
健
康
と
福
祉
の
確
保
を
図
る
よ
う
、
そ
の
役
割
を
十
全
に
果
た
す

こ
と
。
そ
の
際
、
社
会
保
険
労
務
士
や
法
律
家
な
ど
外
部
の
専
門
家
の
知
見
も
活
用
し
、
教
育
職
員
が
働
き
方
に
つ
い
て
相

談
で
き
る
体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。 

 

九
、
国
は
、
服
務
監
督
教
育
委
員
会
及
び
校
長
に
は
自
己
の
監
督
す
る
教
職
員
に
つ
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
が
あ
り
、
業
務
時

間
・
業
務
内
容
を
把
握
し
た
上
で
業
務
量
を
適
切
に
調
整
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
周
知
す
る

こ
と
。
併
せ
て
、
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
に
も
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
教
育
委
員

会
と
校
長
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
職
員
の
過
労
死
等
の
公
務
災
害
が
疑
わ
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
、
服

務
監
督
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
及
び
校
長
は
速
や
か
に
調
査
を
行
い
、
再
発
防
止
に
向
け
た
取
組
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
円
滑
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
い
わ
ゆ
る
「
学
校
・
教
師
が
担

う
業
務
に
係
る
三
分
類
」
に
基
づ
く
取
組
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
等
の
条
件
整
備
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
国
は
、
三
分
類
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
い
、
「
教
員
が
担
う
べ
き
で
は
な
い
業
務
」
を
明
確
に
示
す
と
と
も

に
、
教
育
委
員
会
及
び
学
校
段
階
に
お
い
て
、
教
育
課
程
上
の
工
夫
を
含
め
た
業
務
改
善
の
取
組
を
整
理
・
共
有
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
改
革
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
国
が
主
体
的
に
保
護
者
や
地
域
に
対
し
て
理
解
を
促
す
広
報
や
発
信
に
取
り

組
む
こ
と
。 

 

十
一
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
学
校
運
営
協
議
会
の

設
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
学
校
運
営
の
支
援
機
能
向
上
、
学
校
運
営
協
議
会
委
員
の
研
修
の
改
善
と
適
切
な
処
遇
を
行



う
こ
と
。 

 
十
二
、
主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
る
教
諭
の
職
務
内
容
・
職
責
の
変
化
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
主
務
教
諭
の
配
置
の
た
め
に
、

教
諭
の
給
与
を
引
き
下
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
主
務
教
諭
の
配
置
に
よ
っ

て
、
学
校
内
外
で
円
滑
に
協
力
・
協
働
体
制
が
構
築
で
き
る
よ
う
、
周
知
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
主
務
教
諭
の
配
置
が
地
方

公
共
団
体
に
よ
る
任
意
設
置
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
配
置
人
数
分
の
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
を
確
実
に
措
置
す

る
こ
と
。 

 

十
三
、
教
職
調
整
額
の
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
を
確
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
進
捗
状
況
及
び

財
源
確
保
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
教
職
調
整
額
の
引
上
げ
時
期
の
前
倒
し
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
教
職
調
整
額
の
引
上

げ
が
他
の
教
育
予
算
の
削
減
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

十
四
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
を
校
務
類
型
に
応
じ
て
支
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
一
律
支
給
部
分

に
つ
い
て
、
そ
の
支
給
が
で
き
な
い
と
の
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
周
知
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
学
級
担
任
に
義
務
教
育
等
教

員
特
別
手
当
の
支
給
を
加
算
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
複
数
担
任
制
を
採
っ
て
い
る
場
合
に
も
支
給
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
周

知
す
る
こ
と
。 

 

十
五
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
の
枠
組
み
に
お
い
て
措
置
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園
教
員
の
処
遇
改
善
に
資
す
る
財
政
措
置
と

そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
。 

 

十
六
、
国
は
、
教
育
職
員
の
業
務
の
縮
減
の
た
め
、
教
育
職
員
の
担
当
授
業
時
数
を
軽
減
す
る
た
め
の
教
育
課
程
の
実
施
と
抜

本
的
な
教
職
員
定
数
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
教



員
業
務
支
援
員
等
の
学
校
に
お
け
る
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
の
一
層
の
拡
充
及
び
処
遇
改
善
に
努
め
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
力
に
起
因
し
た
配
置
の
格
差
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
併
せ
て
、
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
部
活
動
の
地
域
展
開
等
を
確
実
に
進
め
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
全
国
規
模
の
「
学
校
人
材
バ

ン
ク
」
の
構
築
な
ど
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
七
、
本
改
正
法
に
よ
り
時
間
外
在
校
等
時
間
の
縮
減
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
い
わ
ゆ
る
「
超
勤
四
項
目
」
以
外

の
業
務
で
あ
る
部
活
動
に
つ
い
て
は
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
踏
ま
え
、
部
活
動
改
革
の
推
進
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
八
、
保
護
者
や
地
域
か
ら
の
過
剰
な
苦
情
や
不
当
な
要
求
な
ど
に
関
す
る
教
職
員
の
負
担
感
が
大
き
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
学

校
だ
け
で
は
解
決
が
難
し
い
事
案
に
つ
い
て
、
学
校
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
保
護
者
等
か
ら
行
政
が
直
接
相
談
を
受
け

る
な
ど
、
行
政
に
よ
る
学
校
問
題
解
決
の
た
め
の
支
援
体
制
の
構
築
や
、
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
が
学
校
や
教
育
委
員
会
の
立

場
に
立
っ
た
代
理
人
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
含
め
、
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
の
よ
り
積
極
的
な
活
用
や
配
置
充
実
に
向
け
て
、

財
政
措
置
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
九
、
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
を
担
う
専
門
職
と
し
て
の
教
育
職
員
の
専
門
性
の
向
上
・
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
、
研
修
や

教
員
養
成
段
階
へ
の
支
援
に
加
え
、
授
業
実
践
が
共
有
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
形
成
と
教
育
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備

を
行
い
、
多
様
な
子
供
へ
の
効
果
的
な
授
業
実
践
や
支
援
と
そ
の
成
果
を
科
学
的
に
分
析
・
共
有
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る

こ
と
。
そ
の
際
、
現
場
の
教
育
職
員
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

二
十
、
教
育
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
良
好
な
も
の
と
す
る
前
提
と
し
て
、
学
校
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
整

備
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
産
業
医
や
健
康
管
理
医
等
の
選
任
等
、
教
員
の
健
康
確
保
措
置
の
環
境
整
備
に
際
し
、



地
方
公
共
団
体
間
で
格
差
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
が
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
学
校
に
お
け
る
勤
務
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
取
組
を
進
め
る
た
め
、
国
は
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
一
、
教
育
職
員
の
安
定
的
な
確
保
及
び
質
の
向
上
の
た
め
、
教
育
職
員
の
免
許
制
度
及
び
養
成
・
採
用
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
教
育
職
員
の
専

門
性
・
多
様
性
の
確
保
の
た
め
、
教
育
職
員
の
採
用
選
考
の
実
施
時
期
及
び
回
数
等
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
に
よ
る
工
夫

改
善
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


